
石川県立中央病院看護補助者派遣業務仕様書 
 

業務内容及び 
派遣労働者の要件 

看護補助者派遣業務 
 ・別紙１「看護補助者派遣業務内容及び派遣労働者の要件等」の 
  とおりとする。 

期間の制限に抵触する最初の日：令和９年４月１日 

組織単位 （名称）         （職名） 
 石川県立中央病院管理局  総務課長 

就業場所 

（名称）          （部署名） 
 石川県立中央病院      看護部 
（所在地）         （ＴＥＬ） 
 金沢市鞍月東２－１     076-237-8211 

指揮命令者 
（職氏名）         （ＴＥＬ） 
 看護部長          076-237-8211 

派遣人数 １９ 人 

派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否かの別 限定しない 

協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 限定する。 

派遣期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

就業日及び 
就業時間 

 月～金曜日 16：00～22：30 休憩時間／有 30 分 

（ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に

規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く。） 
 当院の夜間 100：1 急性期看護補助体制加算の施設基準に適合す

ることを前提としており、規定の派遣人数及び業務時間に満たな

い場合は、派遣元事業者と当院との協議の上代替派遣労働者の派

遣又は就業時間外の勤務、就業日以外の勤務を命ずることができ

る。 
 上記の命令以外の就業時間外の勤務または就業日以外の勤務は

行わない。 

安全衛生 

 派遣法第 44条から 47条の２までの規定により課せられた各法令

を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。 
 派遣元事業者は派遣労働者に対し、業務従事前に麻疹、風疹、流

行性耳下腺炎、水痘、Ｂ型肝炎の抗体価検査を実施し、当院が定め

る抗体価の基準（別紙２）に満たない場合、予防接種を推奨し、再

度抗体価検査を行う。上記の派遣労働者の抗体価およびワクチンの

接種記録は派遣元において保管し、当院の求めに応じて提出する。

派遣労働者が、別紙３に記載の感染症に罹患した場合、派遣労働者

が当院まで報告し、就業について確認する。 
 



乙の派遣労働者が利

用できる施設等 
 ３階の更衣室、各病棟の休憩室、売店等 

教育訓練  業務の遂行に必要な能力を付するために教育訓練（研修等）を実

施する。 

派遣先責任者 
（職氏名）             （ＴＥＬ） 
 石川県立中央病院 
管理局総務課長         076-237-8211 

派遣元責任者 

（職氏名）             （ＴＥＬ） 
  

 

苦情の申出を受ける

者（派遣先） 

（職氏名）             （ＴＥＬ） 
 石川県立中央病院 
管理局総務課長         076-237-8211 

苦情の申出を受ける

者（派遣元） 

（職氏名）             （ＴＥＬ） 
  

 

 

 

 

 


